
（別添６）マンション再生事業用

租税特別措置法適用証明申請書
（租税特別措置法第76条第１項第１号〔登録免許税の免税〕関係）

　　　年　月　日

都道府県知事　殿

申請者（事業の施行者）
所在地又は住所
名称又は氏名

　租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第76条第１項の規定の適用を受けたいので、別紙の再生前マンションの区分所有権及び敷地利用権並びに再建敷地の敷地共有持分等、隣接施行敷地権並びに施行底地権に係る権利変換手続開始の登記は、下記のとおり同項の規定に該当するものであることを証明願います。

記

１.　当該登記が、租税特別措置法第76条第１項に規定するマンション再生事業に伴い受けるものであること。

２.　当該登記を受ける別紙の申請者が、同項に規定する施行者に該当すること。

３.　当該登記が、同項第１号の登記に該当すること。

４.　当該マンション再生事業に係る再生後マンションの住戸の規模及び構造が、平成26年国土交通省告示第1183号に定める基準に適合するものであること。


（別紙）

・申請者
	所在地又は住所
	

	名称又は氏名
	





・再生前マンション
　一棟の建物の表示
	所　　　　　在
	建　物　の　名　称

	
	



・敷地利用権の目的たる土地の表示
	土地の符号
	所在
	地番
	地目
	地積
	権利の種類

	１
	
	
	
	
	

	２
	
	
	
	
	



・専有部分の建物の表示
	家屋番号
	種類
	構造
	床面積
	土地の
符号
	敷地権の種類
	敷地権の割合

	
	
	
	
	１
	
	

	
	
	
	
	２
	
	



・再建敷地の敷地共有持分等の目的たる土地の表示
	土地の符号
	所在
	地番
	地目
	地積
	権利の種類

	１
	
	
	
	
	

	２
	
	
	
	
	


（注）１　いずれも登記記録の記載に合わせて記載する。
２　一棟の建物の名称がない場合は、一棟の建物の構造及び床面積を記載する。

・隣接施行敷地権の目的たる土地の表示
	土地の符号
	所在
	地番
	地目
	地積
	権利の種類

	１
	
	
	
	
	

	２
	
	
	
	
	



・施行底地権の目的たる土地の表示
	土地の符号
	所在
	地番
	地目
	地積
	権利の種類

	１
	
	
	
	
	

	２
	
	
	
	
	



（注）いずれも登記記録の記載に合わせて記載する。

…………………………………………………………………………………………………………
番号
　年　月　日

上記のとおり相違ないことを証明します。

都道府県知事
　氏　名　　　　　印

注　１）都道府県知事の部分は、マンション再生事業が市の区域内で行われる場合にあっては市長に変更すること。
　　２）隣接施行敷地権又は施行底地権の目的たる土地の表示は、隣接施行敷地権又は施行底地権を権利変換の対象とする場合のみ記入すること。
３）証明申請書を都道府県知事（市の区域内で行われる場合にあっては市長）宛てに提出するに際しては、再生後マンションが４.に該当することを示す書面等を添付すること。

（別添７）
租税特別措置法適用証明申請書マンション再生事業用

（租税特別措置法第76条第１項第２号〔登録免許税の免税〕関係）
　年　月　日

都道府県知事　殿

申請者（マンション再生組合）
所在地
名称

　租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第76条第１項の規定の適用を受けたいので、別紙の再生前マンションの区分所有権及び敷地利用権又は再建敷地の敷地共有持分等の取得の登記は、下記のとおり同項の規定に該当するものであることを証明願います。

記

１.  当該登記が、租税特別措置法第76条第１項に規定するマンション再生事業に伴い受けるものであること。

２.　当該登記を受ける別紙の申請者が、同項第２号に規定する組合に該当すること。

３.　当該登記が、同項第２号の登記に該当すること。

４． 当該マンション再生事業に係る再生後マンションの住戸の規模及び構造が、平成26年国土交通省告示第1183号に定める基準に適合するものであること。



（別紙）

・申請者
	所　在　地
	

	名　　　称
	






・再生前マンション
　一棟の建物の表示
	所　　　　　　在
	建　物　の　名　称

	
	



・敷地利用権の目的たる土地の表示
	土地の符号
	所在
	地番
	地目
	地積
	権利の種類

	１
	
	
	
	
	

	２
	
	
	
	
	



・専有部分の建物の表示
	家屋番号
	種類
	構造
	床面積
	土地の
符号
	敷地権の種類
	敷地権の割合

	
	
	
	
	１
	
	

	
	
	
	
	２
	
	



・再建敷地の敷地共有持分等の目的たる土地の表示
	土地の符号
	所在
	地番
	地目
	地積
	権利の種類

	１
	
	
	
	
	

	２
	
	
	
	
	



（注）１　いずれも登記記録の記載に合わせて記載する。
２　一棟の建物の名称がない場合は、一棟の建物の構造及び床面積を記載する。

…………………………………………………………………………………………………………
番号
　年　月　日

上記のとおり相違ないことを証明します。

都道府県知事
　氏　名　　　　　印

注　１）都道府県知事の部分は、マンション再生事業が市の区域内で行われる場合にあっては市長に変更すること。
２）本証明申請書を都道府県知事（市の区域内で行われる場合にあっては市長）宛てに提出するに際しては、再生後マンションが４.に該当することを示す書面等を添付すること。


（別添８）
租税特別措置法適用証明申請書マンション再生事業用

（租税特別措置法第76条第１項第３号〔登録免許税の免税〕関係）
　年　月　日

都道府県知事　殿

申請者（事業の施行者）
所在地又は住所
名称又は氏名

　租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第76条第１項の規定の適用を受けたいので、別紙の権利変換後の土地に関する権利について必要な登記は、下記のとおり同項の規定に該当するものであることを証明願います。

記

１.　当該登記が、租税特別措置法第76条第１項に規定するマンション再生事業に伴い受けるものであること。

２.　当該登記が、同項第３号の登記に該当すること。

３.　別紙に記載する当該登記を受ける者に係る租税特別措置法施行令（昭和32年政令第43号）第42条の３第２項の金額（Ａ）が別紙のとおりであること。

４.　当該マンション再生事業に係る再生後マンションの住戸の規模及び構造が、平成26年国土交通省告示第1183号に定める基準に適合するものであること。

（別紙）

・権利変換後の土地の表示
	所在
	地番
	地目
	地積
	権利の種類

	
	
	
	
	


（注）　いずれも登記記録の記載に合わせて記載する。

・租税特別措置法第76条第１項第３号の権利変換後の土地の固定資産税評価額
金（Ｂ）円

・当該登記を受ける者の名称又は氏名及び所在地又は住所、その者が有する旧権利（租税特別措置法施行令第42条の３第２項第１号に規定する旧権利をいう。）の種別（同号に規定する種別をいう。）、当該旧権利の持分の割合、権利変換後の土地に関する権利の種別、当該土地に関する権利の持分の割合並びにＡの金額
	当該登記を受ける者の名称又は氏名
	所在地又は住所
	旧権利の種別
	権利変換後の土地に関する権利の種別
	権利変換後の土地に関する権利の持分割合（Ｃ）
	【種別が同一である場合に記載】旧権利の持分割合（Ｄ）
	Ａの金額

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



（注）　Ａの金額は、登記を受ける土地ごとに計算し、以下の場合の区分に応じそれぞれ以下のとおり計算する。
①　登記を受ける者が当該登記を受ける土地について旧権利を有しており、かつ、当該旧権利の種別と権利変換後の土地に関する権利の種別が同一である場合　Ａ＝Ｂ×Ｃ－Ｂ×Ｄ
※　当該旧権利がその者が単独で有する所有権若しくは借地権である場合又は上記の計算結果が負となる場合（Ｃ＜Ｄの場合）のＡの金額は、０とする。
②　①以外の場合　Ａ＝Ｂ×Ｃ

…………………………………………………………………………………………………………

番号
　年　月　日

上記のとおり相違ないことを証明します。

都道府県知事
　氏　名　　　　　印


注　１）都道府県知事の部分は、マンション再生事業が市の区域内で行われる場合にあっては市長に変更すること。
　　２）当該登記を受ける別紙の申請人が、租税特別措置法第76条第１項に規定する担保権等の登記に係る権利を有するものである場合、証明事項は１.、２.、及び４.となるため、３.は二重線等で抹消する。
　　３）証明申請書を都道府県知事（市の区域内で行われる場合にあっては市長）宛てに提出するに際しては、再生後マンションが４.に該当することを示す書面等を添付すること。


（別添９）
租税特別措置法適用証明申請書マンション等売却事業用

（租税特別措置法第76条第２項第１号〔登録免許税の免税〕関係）
　年　月　日

都道府県知事　殿

申請者（マンション等売却組合）
所在地
名称

　租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第76条第２項の規定の適用を受けたいので、別紙の売却等マンションの区分所有権若しくは敷地利用権又は売却敷地の敷地共有持分等の取得の登記は、下記のとおり同項の規定に該当するものであることを証明願います。

記

１.　当該登記が、租税特別措置法第76条第２項に規定するマンション等売却事業に伴い受けるものであること。

２.　当該登記を受ける別紙の申請者が、同項に規定するマンション等売却組合に該当すること。

３.　当該登記が、同項第１号の登記に該当すること。


（別紙）
・申請者
	所　在　地
	

	名　　　称
	



・売却等マンション
　一棟の建物の表示
	所　　　　　　在
	建　物　の　名　称

	
	




・敷地利用権の目的たる土地の表示
	土地の符号
	所在
	地番
	地目
	地積
	権利の種類

	１
	
	
	
	
	

	２
	
	
	
	
	



・専有部分の建物の表示
	家屋番号
	種類
	構造
	床面積
	土地の
符号
	敷地権の種類
	敷地権の割合

	
	
	
	
	１
	
	

	
	
	
	
	２
	
	



・売却敷地の敷地共有持分等の目的たる土地の表示
	土地の符号
	所在
	地番
	地目
	地積
	権利の種類

	１
	
	
	
	
	

	２
	
	
	
	
	



（注）１　いずれも登記記録の記載に合わせて記載する。
２　一棟の建物の名称がない場合は、一棟の建物の構造及び床面積を記載する。

…………………………………………………………………………………………………………

番号
　年　月　日

上記のとおり相違ないことを証明します。

都道府県知事
　氏　名　　　　　印



注）都道府県知事の部分は、マンション等売却事業が市の区域内で行われる場合にあっては市長に変更すること。



（別添10）マンション等売却事業用

租税特別措置法適用証明申請書
（租税特別措置法第76条第２項第２号〔登録免許税の免税〕関係）
　年　月　日

都道府県知事　殿

申請者（マンション等売却組合）
所在地
名称

　租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第76条第２項の規定の適用を受けたいので、別紙の売却等マンションの区分所有権若しくは敷地利用権又は売却敷地の敷地共有持分等に係る分配金取得手続開始の登記は、下記のとおり同項の規定に該当するものであることを証明願います。

記

１.　当該登記が、租税特別措置法第76条第２項に規定するマンション等売却事業に伴い受けるものであること。

２.　当該登記を受ける別紙の申請者が、同項に規定するマンション等売却組合に該当すること。

３.　当該登記が、同項第２号の登記に該当すること。

（別紙）
・申請者
	所　在　地
	

	名　　　称
	



・売却等マンション
　一棟の建物の表示
	所　　　　　在
	建　物　の　名　称

	
	




・敷地利用権の目的たる土地の表示
	土地の符号
	所在
	地番
	地目
	地積
	権利の種類

	１
	
	
	
	
	

	２
	
	
	
	
	



・専有部分の建物の表示
	家屋番号
	種類
	構造
	床面積
	土地の
符号
	敷地権の種類
	敷地権の割合

	
	
	
	
	１
	
	

	
	
	
	
	２
	
	



・売却敷地の敷地共有持分等の目的たる土地の表示
	土地の符号
	所在
	地番
	地目
	地積
	権利の種類

	１
	
	
	
	
	

	２
	
	
	
	
	




（注）１　いずれも登記記録の記載に合わせて記載する。
２　一棟の建物の名称がない場合は、一棟の建物の構造及び床面積を記載する。

…………………………………………………………………………………………………………

番号
　年　月　日

上記のとおり相違ないことを証明します。

都道府県知事
　氏　名　　　　　印


注）都道府県知事の部分は、マンション等売却事業が市の区域内で行われる場合にあっては市長に変更すること。


（別添11）マンション等売却事業用

租税特別措置法適用証明申請書
（租税特別措置法第76条第２項第３号〔登録免許税の免税〕関係）

　年　月　日

都道府県知事　殿

申請者（マンション等売却組合）
所在地
名称

　租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第76条第２項の規定の適用を受けたいので、別紙の権利消滅期日後の売却等マンション及びその敷地又は売却敷地に関する権利について必要な登記は、下記のとおり同項の規定に該当するものであることを証明願います。

記

１.　当該登記は、租税特別措置法第76条第２項に規定するマンション等売却事業に伴い受けるものであること。

２.　当該登記を受ける別紙の申請者が、同項に規定するマンション等売却組合に該当すること。

３.　当該登記が、同項第３号の登記に該当すること。


（別紙）

・申請者
	所　在　地
	

	名　　　称
	



・売却等マンション
　一棟の建物の表示
	所　　　　　　在
	建　物　の　名　称

	
	



・敷地利用権の目的たる土地の表示
	土地の符号
	所在
	地番
	地目
	地積
	権利の種類

	１
	
	
	
	
	

	２
	
	
	
	
	



・専有部分の建物の表示
	家屋番号
	種類
	構造
	床面積
	土地の
符号
	敷地権の種類
	敷地権の割合

	
	
	
	
	１
	
	

	
	
	
	
	２
	
	



・売却敷地の目的たる土地の表示
	土地の符号
	所在
	地番
	地目
	地積
	権利の種類

	１
	
	
	
	
	

	２
	
	
	
	
	



（注）１　いずれも登記記録の記載に合わせて記載する。
２　一棟の建物の名称がない場合は、一棟の建物の構造及び床面積を記載する。
　
…………………………………………………………………………………………………………

番号
　年　月　日

上記のとおり相違ないことを証明します。

都道府県知事
　氏　名　　　　　印


注）都道府県知事の部分は、マンション等売却事業が市の区域内で行われる場合にあっては市長に変更すること。


（別添12）マンション除却事業用


租税特別措置法適用証明申請書
（租税特別措置法第76条第３項第１号〔登録免許税の免税〕関係）
　年　月　日

都道府県知事　殿

申請者（マンション除却組合）
所在地
名称

　租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第76条第３項の規定の適用を受けたいので、別紙の除却マンションの区分所有権又は敷地利用権の取得に係る登記は、下記のとおり同項の規定に該当するものであることを証明願います。

記

１.　当該登記が、租税特別措置法第76条第３項に規定するマンション除却事業に伴い受けるものであること。

２.　当該登記を受ける別紙の申請者が、同項に規定するマンション除却組合に該当すること。

３.　当該登記が、同項第１号の登記に該当すること。

（別紙）
・申請者
	所　在　地
	

	名　　　称
	



・除却マンション
　一棟の建物の表示
	所　　　　　在
	建　物　の　名　称

	
	



・敷地利用権の目的たる土地の表示
	土地の符号
	所在
	地番
	地目
	地積
	権利の種類

	１
	
	
	
	
	

	２
	
	
	
	
	



・専有部分の建物の表示
	家屋番号
	種類
	構造
	床面積
	土地の
符号
	敷地権の種類
	敷地権の割合

	
	
	
	
	１
	
	

	
	
	
	
	２
	
	



（注）１　いずれも登記記録の記載に合わせて記載する。
　　　２　一棟の建物の名称がない場合は、一棟の建物の構造及び床面積を記載する。


…………………………………………………………………………………………………………

番号
　年　月　日

上記のとおり相違ないことを証明します。

都道府県知事
　氏　名　　　　　印


注）都道府県知事の部分は、マンション除却事業が市の区域内で行われる場合にあっては市長に変更すること。



（別添13）マンション除却事業用


租税特別措置法適用証明申請書
（租税特別措置法第76条第３項第２号〔登録免許税の免税〕関係）
　年　月　日

都道府県知事　殿

申請者（マンション除却組合）
所在地
名称

　租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第76条第３項の規定の適用を受けたいので、別紙の除却マンションの区分所有権に係る補償金支払手続開始の登記は、下記のとおり同項の規定に該当するものであることを証明願います。

記

１.　当該登記が、租税特別措置法第76条第３項に規定するマンション除却事業に伴い受けるものであること。

２.　当該登記を受ける別紙の申請者が、同項に規定するマンション除却組合に該当すること。

３.　当該登記が、同項第２号の登記に該当すること。

（別紙）
・申請者
	所　在　地
	

	名　　　称
	



・除却マンション
　一棟の建物の表示
	所　　　　　在
	建　物　の　名　称

	
	



・専有部分の建物の表示
	家屋番号
	種類
	構造
	床面積

	
	
	
	

	
	
	
	



（注）１　いずれも登記記録の記載に合わせて記載する。
　　　２　一棟の建物の名称がない場合は、一棟の建物の構造及び床面積を記載する。


…………………………………………………………………………………………………………

番号
　年　月　日

上記のとおり相違ないことを証明します。

都道府県知事
　氏　名　　　　　印


注）都道府県知事の部分は、マンション除却事業が市の区域内で行われる場合にあっては市長に変更すること。



（別添14）敷地分割事業用

租税特別措置法適用証明申請書
（租税特別措置法第76条第４項第１号〔登録免許税の免税〕関係）
　年　月　日

都道府県知事　殿

申請者（敷地分割組合）
所在地
名称

　租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第76条第４項の規定の適用を受けたいので、別紙の分割実施敷地持分に係る敷地権利変換手続開始の登記は、下記のとおり同項の規定に該当するものであることを証明願います。

記

１.　当該登記が、租税特別措置法第76条第４項に規定する敷地分割事業に伴い受けるものであること。

２.　当該登記を受ける別紙の申請者が、同項に規定する敷地分割組合に該当すること。

３.　当該登記が、同項第１号の登記に該当すること。


（別紙）
・申請者
	所　在　地
	

	名　　　称
	



・分割実施敷地持分の目的たる土地の表示（専有部分のない建物の場合）
	所在
	地番
	地目
	地積

	
	
	
	





・団地内建物
建物の表示（専有部分のない建物の場合）
	所在
	家屋番号
	種類
	構造
	床面積

	
	
	
	
	



・団地内建物
一棟の建物の表示（専有部分のある建物の場合）
	所　　　　　在
	建　物　の　名　称

	
	



・分割実施敷地持分の目的たる土地の表示（専有部分のある建物の場合）
	土地の符号
	所在
	地番
	地目
	地積
	権利の種類

	１
	
	
	
	
	

	２
	
	
	
	
	



専有部分の建物の表示（専有部分のある建物の場合）
	家屋番号
	種類
	構造
	床面積
	土地の
符号
	敷地権の種類
	敷地権の割合

	
	
	
	
	１
	
	

	
	
	
	
	２
	
	


	（注）１　いずれも登記記録の記載に合わせて記載する。
　　　２　一棟の建物の名称がない場合は、一棟の建物の構造及び床面積を記載する。


…………………………………………………………………………………………………………

番号
　年　月　日

上記のとおり相違ないことを証明します。

都道府県知事
　氏　名　　　　　印


注）都道府県知事の部分は、敷地分割事業が市の区域内で行われる場合にあっては市長に変更すること。

（別添15）
租税特別措置法適用証明申請書敷地分割事業用

（租税特別措置法第76条第４項第２号〔登録免許税の免税〕関係）
　年　月　日

都道府県知事　殿

申請者（敷地分割組合）
所在地又は住所
名称又は氏名

　租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第76条第４項の規定の適用を受けたいので、別紙の敷地権利変換後の土地及びその権利について必要な登記は、下記のとおり同項の規定に該当するものであることを証明願います。

記

１.　当該登記が、租税特別措置法第76条第４項に規定する敷地分割事業に伴い受けるものであること。

２.　当該登記が、同項第２号の登記に該当すること。

３.　当該登記を受ける者に係る租税特別措置法施行令（昭和32年政令第43号）第42条の３第３項第１号に定める価額又は同項第２号に定める価額が以下のとおりであること。
金　　　　円

４.　当該登記を受ける者が与えられることとなる当該除却敷地持分の価額又は当該非除却敷地持分等の価額が以下のとおりであること。
金　　　　円

５．３．の価額が４．の価額のうちに占める割合









（別紙）

・登記を受ける者（※　区分所有者について一覧的に記載）
	所在地又は住所
	

	名称又は氏名
	



・敷地権利変換後の土地の表示
	所在
	地番
	地目
	地積
	権利の種類

	
	
	
	
	


（注）　いずれも登記記録の記載に合わせて記載する。
　
…………………………………………………………………………………………………………

番号
　年　月　日

上記のとおり相違ないことを証明します。

都道府県知事
　氏　名　　　　　印


注　１）都道府県知事の部分は、敷地分割事業が市の区域内で行われる場合にあっては市長に変更すること。
　　２）当該登記を受ける者が、租税特別措置法第76条第４項に規定する担保権等の登記に係る権利を有するものである場合、証明事項は１.及び２.となるため、３.、４.及び５.は二重線等で抹消する。
　　


